
平成 31 年 1 月 4 日　広報ふっさ　No.1014 市役所の代表電話番号は ３

分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
動
産

を
現
金
化
す
る
た
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
形
式
で
の
公
売
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
日
程
等
は
左
表
の

と
お
り
で
す
。

【
公
売
物
件
】
原
動
機
付
自
転
車

等
（
予
定
）

※
ヤ
フ
オ
ク
！
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

公
売
物
件
写
真
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご

確定申告・住民税（市・都民税）の申告はお早めに！

平成 30 年分所得税の市役所での確定申告について
▼税理士会による無料申告相談

【期間】２月 12 日㈫～ 20 日㈬午前 9時～ 10 時 30 分、午後 1時～ 3時

▼市職員による申告相談・受付
【期間】２月 21 日㈭～ 3月 15 日㈮午前 9時～ 11 時、午後 1時～ 4時

※いずれも土・日曜日を除く。また各申告相談は混雑状況により、午前・午

後とも早めに受付を終了することがあります。

申告の内容
税理士会

無料申告相談
市職員

申告相談
場所

年金・給与所得の申告 ○ ○

市役所
第一棟２階

営業・農業などの事業所得の申告 ○ ×

不動産所得の申告 ○ ×

住宅借入金特別控除の申告 ○ ×

〈以下の内容は市役所では受け付けしていません〉
「損失申告」「土地・家屋・株式など譲渡所得の申告」「過年分（平
成 29 年以前分）の申告」「相談内容が複雑な方」
※上記のような内容の方は青梅税務署で相談してください。

平成 31 年度住民税（市民税・都民税）の申告について
【日時】2月1日㈮～3月15日㈮午前 8時 30分～午後 5時 15分（水曜日は午後

8時まで）※土曜日の正午～午後1時および日・祝日を除く

【場所】市役所 1階 4番課税課

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

統
一
地
方
選
挙
の
日
程
が
決
ま

り
ま
し
た

◆
福
生
市
議
会
議
員
選
挙

【
投
票
日
】
４
月
21
日
㈰

【
期
日
前
投
票
】
４
月
15
日
㈪

～
20
日
㈯

★
立
候
補
予
定
者
説
明
会

【
日
時
】
２
月
６
日
㈬
午
後
２

時
～

【
場
所
】
も
く
せ
い
会
館
３
階

会
議
室

※

会

場

の

都

合

に

よ

り

説

明

会

へ

の

出

席

は
、

立

候

補

予

定

者

１
人
に
つ
き
３
人
ま
で
と
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
選
挙
管
理
委
員
会

差
押
財
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
市
税
等
の
滞
納
処

国
民
健
康
保
険
だ
よ
り

▼
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を

発
送
し
ま
す

　

受
診
内
容
の
確
認
や
、
医
療

費
や
健
康
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
、
国
民
健

康
保
険
を
使
っ
て
受
診
さ
れ
た

医
療
費
の
額
を
郵
送
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

通
知
の
「
医
療
費
の
額
」
の

欄
に
は
、
保
険
診
療
の
医
療
費

の
全
額
（
10
割
分
）
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
に
医

療
機
関
へ
お
支
払
い
し
た
額
と

は
異
な
り
ま
す
。
※
保
険
適
用

さ
れ
な
い
も
の
は
含
ま
れ
ま
せ

ん
。

　

受
診
内
容
に
つ
い
て
相
違
が

あ
っ
た
場
合
は
、
担
当
部
署
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
第
２
期
福
生
市
国
民
健
康
保

険
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
を
策
定

し
ま
し
た

　

平
成
30
年
12
月
に
第
２
期
福

生
市
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ
ヘ

ル
ス
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

計
画
書
は
、
市
役
所
１
階
情

報
ス
ペ
ー
ス
、
各
図
書
館
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
４
０

年
金
だ
よ
り

▼
国
民
年
金
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す

　

国
民
年
金
の
こ
と
に
つ
い

て
、
お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？

　

市
役
所
1
階
5
番
保
険
年

金
課
窓
口
で
は
、
年
金
相
談

員
に
よ
る
国
民
年
金
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金

に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
な
ど

が
あ
れ
ば
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
相
談
日
】
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）

【
時
間
】
午
前
9
時
～
正
午
、

午
後
1
時
～
4
時

※
な
お
、
相
談
内
容
に
よ
っ
て

は
青
梅
年
金
事
務
所
を
ご
案
内

１
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

１
月
は
、
市
・

都
民
税
（
第

４
期
）
、
国
民
健
康
保
険
税

（
第
７
期
）
、
介
護
保
険
料
（
第

７
期
）
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
（
第
７
期
）
の
納
期

で
す
。
納
期
限
は
１
月
31
日

㈭
で
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い

よ
う
ご
納
付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
１
月
31
日
㈭
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
※
納
期
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

インターネット公売
スケジュール

申込期間
１月８日㈫午後１時～

22 日㈫午後 11 時

公売物件
下見会

１月 10 日㈭・11 日㈮
両日とも午前９時～午

後５時

入札期間
１月 29 日㈫午後１時

～ 31 日㈭午後 11 時

覧
く
だ
さ
い
。

【
公
売
へ
の
参
加
に
つ
い
て
】

申
込
み
期
間
中
に
ヤ
フ
オ
ク
！

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
事
前
登
録

が
必
要
で
す
。

▼
公
売
物
件
下
見
会
を
開
催
し

ま
す

　

今
回
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
に
出
品
す
る
物
件
の
下
見
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

出
品
す
る
物
件
の
実
物
を
直

接
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
入
札

を
お
考
え
の
方
は
、
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

【
場
所
】
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
は
、

市
税
等
の
納
付
状
況
に
よ
っ
て

中
止
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課

☎
551
・

１
５
７
８

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
現

在
、
年
金
事
務
所
で
は
相
談
希

望
日
の
1
か
月
前
か
ら
電
話
で

の
予
約
が
可
能
と
な
っ
て
い

ま
す
（
予
約
受
付
専
用
電
話 

☎
０
５
７
０
・

05
・

４
８
９
０
）。

年
金
事
務
所
を
ご
利
用
の
際
に

は
右
記
の
番
号
へ
お
か
け
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
出

張
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
！

　

「

マ

イ

ナ

ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
作
り
た

い
け
ど
、
仕

事
や
学
校
で

市
役
所
に
行
け
な
い
」
と
い
う

方
に
対
し
て
、
福
生
駅
隣
接
施

設
で
申
請
用
写
真
撮
影
と
申
請

書
書
き
方
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま

す
（
要
予
約
）。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ま

だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
！

〈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は
〉

・

公
的
な
身
分
証
明
書
に
！

・

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
住
民
票
等
の
証
明
書
が

取
得
可
能
！

【
日
時
】
1
月
20
日
㈰
午
前
10

時
～
午
後
5
時
（
最
終
入
場
午

後
4
時
45
分
）

【
場
所
】
プ
チ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
2

階
展
示
室

【
対
象
】
市
に
住
民
登
録
の
あ

る
方

【
定
員
】
先
着
50
人

【
必
要
な
も
の
】

①
通
知
カ
ー
ド
の
下
部
分
に
付

い
て
い
る
申
請
書

②
印
鑑

③
本
人
確
認
書
類
（
左
記
参
照
）

■
次
の
場
合
は
い
ず
れ
か
１
点

・

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
顔

写
真
付
き
の
も
の
）、
運
転
免

許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、
在
留
カ
ー

ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
等
、

官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付

き
身
分
証
明
書

■
次
の
場
合
は
い
ず
れ
か
２
点

・

健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
顔
写
真

の
な
い
も
の

【
申
込
み
方
法
】
電
話
で
1
月

7
日
㈪
～
18
日
㈮
の
午
前
9
時

～
午
後
4
時
の
間
に
（
土
・

日
・

祝
日
お
よ
び
正
午
～
午
後
1
時

を
除
く
）
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
１
１
（
内
線
２
４
１
９
）
へ
。

◆
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」
出

前
講
座
受
講
で
申
請
サ
ポ
ー
ト

を
受
け
ら
れ
ま
す
！

　

「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
市
政

出
前
講
座
」
の
う
ち
「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
」
を
受
講
さ
れ
た

団
体
に
は
、
受
講
当
日
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
サ
ポ
ー
ト

を
行
い
ま
す
。

　

申
込
み
方
法
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら「
市
政
出
前
講
座
」

と
ペ
ー
ジ
内
検
索
を
し
て
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

【
内
容
に
つ
い
て
の
問
合
せ
】

総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
９
５

【
出
前
講
座
の
申
込
み
】
協
働

推
進
課
☎
551
・

１
５
９
０
へ
。

事
務
局
☎
551
・

１
８
０
２

▼確定申告・相談は税務署へ
【期間】2 月 18 日㈪～ 3月 15 日㈮午前 9時～午後 5時（受付は午前 8時 30

分～午後 4時まで。土・日曜日を除く）

※なお、還付申告は 2月 15 日㈮以前でも行えます。

【場所】青梅税務署※ 2 月 1 日㈮～ 3 月 15 日㈮までは青梅税務署の駐車場

は利用できません（身体障害者用車両は除く）。

※青梅税務署へお越しの際は公共交通機関または、河辺駅北口の「河辺と

うきゅう」の駐車場をご利用ください。

▼日曜日の受付・相談
【日時】2 月 24 日㈰、3 月 3 日㈰午前 9 時～午後 5 時（受付は午前 8 時 30

分～午後 4時まで）

【場所】立川税務署（立川市緑町 4-2 立川地方合同庁舎）

【問合せ】青梅税務署☎ 0428・22・3185

青梅税務署からのお知らせ


